
 

 

金子 光一（東洋大学教授） 

川端 有子(日本女子大学教授) 

熊谷 紫麻見(日本大学教授) 

斎藤 弘子（東京外国語大学教授） 

佐藤 之彦（千葉大学大学院教授） 

澤田 浩一（國學院大学教授) 

椎名 美智(法政大学教授) 

渋谷 紀子(総合母子保健センター愛育クリニック院長) 

鈴木 裕司(新日本有限責任監査法人・シニアパートナー 

公認会計士) 

関 いずみ（東海大学教授） 

武田 淳(横浜国立大学大学院教授) 

田中 和子(京都大学名誉教授) 

椿 広計(情報・システム研究機構統計数理研究所長) 

出村 和彦(中央大学教授) 

永野 幸一(筑波大学准教授) 

東 賢司（愛媛大学教授） 

平垣内 清(宮城教育大学教授) 

村田 吉彦(東京都立翔陽高等学校実習支援専門員) 

安良岡 章夫（東京藝術大学教授） 

山家 浩樹(東京大学教授) 

義永 睦子（武蔵野大学教授） 

諮問・答申事項等  

令和４年度：検定申請 227 件に対する諮問及び答申 

令和５年度：検定申請 104 件に対する諮問及び答申  

 

 

大学設置・学校法人審議会 

 

主管省及び庶務担当部局課 文部科学省高等教育局 

（大学設置分科会 大学教育・入試課大学設置室） 

（学校法人分科会 私学部私学行政課） 

 電話番号 (03)5253-4111（代表） 

ホームページ  

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/daigaku/index.htm 

根 拠 法 令 文部科学省組織令第 75 条 

設 置年月日 昭和 62 年９月 10 日 

所 掌 事 務  

 文部科学大臣の諮問に応じ、次に掲げる事項を処理する。 

 １．公私立の大学及び高等専門学校の設置等に関する事項 

 ２．大学等を設置する学校法人に関する事項 

分科会等 

 ＜分科会＞ 

  １．大学設置分科会 

  （所掌事務）審議会所掌事務のうち、学校教育法の規定に基づき

審議会の権限に属せられた事項 

  ２．学校法人分科会 

 （所掌事務）審議会所掌事務のうち、私立学校法及び私立学校振

興助成法の規定に基づき審議会の権限に属せられた事項並

びに学校教育法の規定に基づき審議会の権限に属せられた

事項 
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 ＜部 会＞ 学校法人制度改革特別委員会 

委員＜定数＞ 29 人以内  大学又は高等専門学校の職員、私立大

学若しくは私立高等専門学校の職員又

はこれらを設置する学校法人の理事、

学識経験のある者 

うち常勤 なし 

＜任期＞ ２年 

＜氏名＞    

   １．大学設置分科会 

石渡 明美（MS&AD インシュランスグループホールディングス

（株）社外取締役、（株）NTT ドコモ社外取締役） 

各務 洋子（駒沢大学長） 

加藤 映子（大阪女学院大学長、大阪女学院短期大学長） 

神里 みどり（沖縄県立看護大学長） 

後藤 泰之（愛知工業大学長、（学）名古屋電気学園理事長） 

鮫島 浩（宮崎大学長） 

 ◎○髙橋 裕子（津田塾大学長） 

塚本 恵（一般社団法人デジタルソサエティフォーラム代表理

事、高砂香料工業（株）社外取締役） 

西嶋 美保子（アメリカン・エキスプレス・インターナショナ

ル, Inc. ガバメントアフェアーズ 東アジア

担当ディレクター） 

仁科 弘重（愛媛大学長） 

畑山 浩昭（桜美林大学長） 

平子 裕志（ANA ホールディングス特別顧問） 
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 ＜部 会＞ 学校法人制度改革特別委員会 

委員＜定数＞ 29 人以内  大学又は高等専門学校の職員、私立大

学若しくは私立高等専門学校の職員又

はこれらを設置する学校法人の理事、

学識経験のある者 

うち常勤 なし 

＜任期＞ ２年 

＜氏名＞    

   １．大学設置分科会 

石渡 明美（MS&AD インシュランスグループホールディングス

（株）社外取締役、（株）NTT ドコモ社外取締役） 

各務 洋子（駒沢大学長） 

加藤 映子（大阪女学院大学長、大阪女学院短期大学長） 

神里 みどり（沖縄県立看護大学長） 

後藤 泰之（愛知工業大学長、（学）名古屋電気学園理事長） 

鮫島 浩（宮崎大学長） 

 ◎○髙橋 裕子（津田塾大学長） 

塚本 恵（一般社団法人デジタルソサエティフォーラム代表理

事、高砂香料工業（株）社外取締役） 

西嶋 美保子（アメリカン・エキスプレス・インターナショナ

ル, Inc. ガバメントアフェアーズ 東アジア

担当ディレクター） 

仁科 弘重（愛媛大学長） 

畑山 浩昭（桜美林大学長） 

平子 裕志（ANA ホールディングス特別顧問） 

 

 

益 一哉（東京工業大学長） 

松尾 太加志（北九州市立大学特任教授） 

村井 美代子（三重短期大学長） 

   ２．学校法人分科会 

新井 一（学校法人順天堂 理事長補佐） 

岩谷 十郎（学校法人慶應義塾 常任理事） 

内田 達也（青山学院大学 副学長） 

小川 睦美（昭和女子大学 副学長） 

加藤 真一（学校法人金城学園 理事長） 

金澄 道子（弁護士） 

須賀 晃一（学校法人早稲田大学 副総長） 

谷岡 一郎（学校法人谷岡学園 理事長、大阪商業大学長） 

津曲 貞利（学校法人津曲学園 理事長） 

鶴 衛（学校法人鶴学園理事長、総長） 

西内 みなみ（学校法人コングレガシオン・ド・ノートルダム

理事長） 

西岡 佳津子（株式会社日立製作所 人財統括本部研開人事総

務本部長） 

○村田 治（関西学院大学 名誉教授） 

森本 あんり（東京女子大学長） 

 

諮問・答申事項等  

１．大学設置分科会 

・令和 5 年度開設予定の大学等の設置認可について（R3.11.11

諮問、R4.8.31 答申） 
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・令和 5 年度からの私立大学の収容定員の増加等に係る学則変

更について（R4.4.6 諮問、R4.6.29 答申、R4.8.31 答申） 

・令和 5 年度開設予定の私立大学の学部等の設置認可について

（R4.4.6 諮問、R4.8.31 答申、R4.10.26 答申） 

・令和 5 年度開設予定の公私立大学の大学院等の設置認可につ

いて（R4.4.6 諮問、R4.8.31 答申、R4.10.26 答申） 

・令和 5 年度からの私立大学の収容定員の増加等に係る学則変

更について（R4.7.6 諮問、R4.10.26 答申） 

・令和 5 年度からの私立大学医学部の収容定員の変更に係る学

則変更について（R4.10.17 諮問、R4.10.26 答申、R4.11.16 答

申） 

・令和 6 年度開設予定の大学等の設置認可について（R6.11.14

諮問） 

・令和 6 年度からの私立大学の収容定員の増加に係る学則変更

について（R5.4.7 諮問、R5.6.28 答申、R5.8.30 答申） 

・令和 6 年度開設予定の大学等の設置認可について（R4.11.14

諮問、R5.8.30 答申、R5.10.25 答申） 

・令和 6 年度開設予定の公私立大学の学部等の設置認可につい

て（R5.4.7 諮問、R5.8.30 答申、R5.10.25 答申） 

・令和 6 年度開設予定の公私立大学の大学院等の設置認可につ

いて（R5.4.7 諮問、R5.8.30 答申、R5.10.25 答申） 

・令和 6 年度からの私立大学等の収容定員の増加に係る学則変

更について（R5.7.5 諮問、R5.8.30 答申、R5.10.25 答申） 

・令和 6 年度からの私立大学医学部の収容定員の変更に係る学

則変更について（R5.10.16 諮問、R5.10.25 答申、R5.11.15 答
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・令和 5 年度からの私立大学の収容定員の増加等に係る学則変

更について（R4.4.6 諮問、R4.6.29 答申、R4.8.31 答申） 

・令和 5 年度開設予定の私立大学の学部等の設置認可について

（R4.4.6 諮問、R4.8.31 答申、R4.10.26 答申） 

・令和 5 年度開設予定の公私立大学の大学院等の設置認可につ

いて（R4.4.6 諮問、R4.8.31 答申、R4.10.26 答申） 

・令和 5 年度からの私立大学の収容定員の増加等に係る学則変

更について（R4.7.6 諮問、R4.10.26 答申） 

・令和 5 年度からの私立大学医学部の収容定員の変更に係る学

則変更について（R4.10.17 諮問、R4.10.26 答申、R4.11.16 答

申） 

・令和 6 年度開設予定の大学等の設置認可について（R6.11.14

諮問） 

・令和 6 年度からの私立大学の収容定員の増加に係る学則変更

について（R5.4.7 諮問、R5.6.28 答申、R5.8.30 答申） 

・令和 6 年度開設予定の大学等の設置認可について（R4.11.14

諮問、R5.8.30 答申、R5.10.25 答申） 

・令和 6 年度開設予定の公私立大学の学部等の設置認可につい

て（R5.4.7 諮問、R5.8.30 答申、R5.10.25 答申） 

・令和 6 年度開設予定の公私立大学の大学院等の設置認可につ

いて（R5.4.7 諮問、R5.8.30 答申、R5.10.25 答申） 

・令和 6 年度からの私立大学等の収容定員の増加に係る学則変

更について（R5.7.5 諮問、R5.8.30 答申、R5.10.25 答申） 

・令和 6 年度からの私立大学医学部の収容定員の変更に係る学

則変更について（R5.10.16 諮問、R5.10.25 答申、R5.11.15 答

 

 

申） 

・令和 7 年度開設予定の大学等の設置認可について（R5.11.10

諮問） 

２．学校法人分科会 

・令和 5 年度開設予定の大学の学部等の設置に係る学校法人の

寄附行為変更の認可について（R4.4.6 諮問、R4.8.31、R4.10.26

答申） 

・大学の学部の設置者変更に係る認可について（R4.4.6 諮問、

R4.8.31 答申） 

・短期大学の廃止の認可について（R4.6.20 諮問、答申） 

・大学等の廃止の認可について（R4.8.23 諮問、答申） 

・大学等の設置者変更の認可について（R4.8.23 諮問、R4.8.31

答申） 

・学部の設置者変更による大学の廃止に伴う学校法人の解散認

可について（R4.8.23 諮問、R4.8.31 答申） 

・短期大学の廃止の認可について（R4.10.19 諮問、答申） 

・令和 6 年度開設予定の大学等の設置に係る学校法人の寄附行

為変更の認可について（R4.11.14 諮問、R5.8.30、R5.10.25 答

申） 

・短期大学の設置者変更の認可について（R5.4.7 諮問、R5.10.25

答申） 

・令和 6 年度開設予定の大学の学部等の設置に係る学校法人の

寄附行為変更の認可について（R5.4.7 諮問、R5.8.30、R5.10.25

答申） 

・短期大学の廃止の認可について（R5.6.12 諮問、答申） 
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・短期大学の廃止の認可について（R5.8.23 諮問、答申） 

・大学の廃止に伴う学校法人の解散の認可について（R5.8.23 諮

問、答申） 

・大学の廃止の認可について（R5.10.19 諮問、答申） 

・令和 7 年度開設予定の大学等の設置に係る学校法人の寄附行

為（変更）の認可について（R5.11.10 諮問） 
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